
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事
荒
井
正
吾

奈
良
県
条
例
第
三
十
九
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
六
十
一
の
項
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
八
の
項
中

「
十
一
万
円
」
を
「
九
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
の
項
中
「
一
万
七
千
円
」
を
「
一
万
五
千

円
」
に
改
め
、
同
表
三
百
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百
畜
舎
建
築
利
畜
舎
等
の
建
築
畜
舎
等
の
建
築
等
七
千
円

認
定
申
請

四
の
用
計
画
認
定
等
及
び
利
用
の
及
び
利
用
の
特
例

の
と
き
。

二
申
請
手
数
料
特
例
に
関
す
る
に
関
す
る
法
律
第

法
律
（
令
和
三
三
条
第
二
項
第
四

年
法
律
第
三
十
号
に
掲
げ
る
事
項

四
号
）
第
三
条
の
審
査
（
以
下
こ

第
一
項
の
規
定
の
項
及
び
三
百
四

に
基
づ
く
畜
舎
の
三
の
項
に
お
い

建
築
利
用
計
画
て
「
技
術
基
準
等

の
認
定
の
申
請
審
査
」
と
い
う
。

に
対
す
る
審
査
）
を
要
し
な
い
場

合技
術
規
則
で
定
二
十
三
万
七
認
定
申
請

基
準
め
る
と
こ
千
円

の
と
き
。

等
審
ろ
に
よ
り

査
を
算
定
し
た

要
す
床
面
積
の



る
場
合
計
（
以

合
下
こ
の
項

に
お
い
て

「
床
面
積

の
合
計
」

と
い
う
。

）
が
三
千

平
方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
五
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の

も
の

床
面
積
の
二
十
七
万
七
認
定
申
請

合
計
が
五
千
円

の
と
き
。

千
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
一
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内

の
も
の

床
面
積
の
四
十
一
万
七
認
定
申
請

合
計
が
一
千
円

の
と
き
。

万
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
五
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内



の
も
の

床
面
積
の
六
十
六
万
七
認
定
申
請

合
計
が
五
千
円

の
と
き
。

万
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
る
も

の

三
百
畜
舎
建
築
利
畜
舎
等
の
建
築
技
術
基
準
等
審
査
七
千
円

変
更
認
定

四
の
用
計
画
変
更
等
及
び
利
用
の
を
要
し
な
い
場
合

申
請
の
と

三
認
定
申
請
手
特
例
に
関
す
る

き
。

数
料

法
律
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
技
術
規
則
で
定
二
万
三
千
円
変
更
認
定

基
づ
く
畜
舎
建
基
準
め
る
と
こ

申
請
の
と

築
利
用
計
画
の
等
審
ろ
に
よ
り

き
。

変
更
の
認
定
の
査
を
算
定
し
た

申
請
に
対
す
る
要
す
床
面
積
の

審
査

る
場
合
計
（
以

合
下
こ
の
項

に
お
い
て

「
床
面
積

の
合
計
」

と
い
う
。

）
が
三
十

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内

の
も
の

床
面
積
の
三
万
二
千
円
変
更
認
定



合
計
が
三

申
請
の
と

十
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を

超
え
百
平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の

も
の

床
面
積
の
四
万
四
千
円
変
更
認
定

合
計
が
百

申
請
の
と

平
方
メ
ー

き
。

ト
ル
を
超

え
二
百
平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の

も
の

床
面
積
の
六
万
二
千
円
変
更
認
定

合
計
が
二

申
請
の
と

百
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を

超
え
五
百

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内

の
も
の

床
面
積
の
九
万
九
千
円
変
更
認
定

合
計
が
五

申
請
の
と

百
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を



超
え
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の

も
の

床
面
積
の
十
二
万
七
千
変
更
認
定

合
計
が
千
円

申
請
の
と

平
方
メ
ー

き
。

ト
ル
を
超

え
二
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の

も
の

床
面
積
の
二
十
三
万
七
変
更
認
定

合
計
が
二
千
円

申
請
の
と

千
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を

超
え
五
千

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内

の
も
の

床
面
積
の
二
十
七
万
七
変
更
認
定

合
計
が
五
千
円

申
請
の
と

千
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を

超
え
一
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内



の
も
の

床
面
積
の
四
十
一
万
七
変
更
認
定

合
計
が
一
千
円

申
請
の
と

万
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を

超
え
五
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
内

の
も
の

床
面
積
の
六
十
六
万
七
変
更
認
定

合
計
が
五
千
円

申
請
の
と

万
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
を

超
え
る
も

の

三
百
認
定
畜
舎
等
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
十
二
万
円

認
定
申
請

四
の
仮
使
用
認
定
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
た
だ

の
と
き
。

四
申
請
手
数
料
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
畜
舎
等

の
仮
使
用
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

審
査

三
百
認
定
畜
舎
等
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
五
千
円

認
可
申
請

四
の
譲
渡
認
可
申
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規

の
と
き
。

五
請
手
数
料

定
に
基
づ
く
認
定
畜
舎
等
の
譲
渡
及

び
譲
受
け
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査



三
百
法
人
合
併
認
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
五
千
円

認
可
申
請

四
の
可
申
請
手
数
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
二
項
の
規

の
と
き
。

六
料

定
に
基
づ
く
認
定
計
画
実
施
者
で
あ

る
法
人
の
合
併
の
認
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

三
百
法
人
分
割
認
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
五
千
円

認
可
申
請

四
の
可
申
請
手
数
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
三
項
の
規

の
と
き
。

七
料

定
に
基
づ
く
認
定
計
画
実
施
者
で
あ

る
法
人
の
分
割
の
認
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

三
百
畜
舎
等
の
敷
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
二
万
六
千
円
認
定
申
請

四
の
地
と
道
路
と
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
三

の
と
き
。

八
の
関
係
の
建
年
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第

築
等
認
定
申
六
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定

請
手
数
料

に
基
づ
く
建
築
等
の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
七
千
円
」
を
「
一
万
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
九
千
三
百

円
」
を
「
一
万
千
六
百
円
」
に
、
「
八
千
八
百
円
」
を
「
一
万
千
百
円
」
に
、
「
八
千
七
百
円
」
を

「
一
万
三
百
円
」
に
、
「
八
千
二
百
円
」
を
「
九
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
七
千
九

百
円
」
を
「
九
千
円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
、
「
六
千
二
百
円
」
を
「
七

千
二
百
円
」
に
、
「
五
千
七
百
円
」
を
「
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
二
万
千
四
百

円
」
を
「
二
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
二
万
九
百
円
」
を
「
二
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
十

の
項
中
「
七
千
円
」
を
「
八
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
奈
良
県
景
観
・
環
境
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

）

第
二
条
奈
良
県
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
奈
良
県
景
観
・
環
境
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
（
昭
和

三
十
五
年
四
月
奈
良
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
表
の
二
の
２
及
び
３
中
「
大
腸
菌
群
検
査
」
を
「
大
腸
菌
数
検
査
」
に
、
「
千
六
百
七
十
円
」

を
「
三
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
奈
良
県
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
令
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
か
ら
令
第
七
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
ま
で
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

ト
ン
ネ
ル
の
上
又

は
高
架
の
道
路
の

Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・

路
面
下
（
当
該
路

〇
一
四
を
〇
一
六
を
〇
一
九
を
〇
二
三
を

面
下
の
地
下
を
除

乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得

く
。
）
に
設
け
る

た
額

た
額

た
額

た
額

も
の

上
空
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

の

令
第

七
条

地
下
階
数
が
一

第
八

Ａ
に
〇
・
〇
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

（
ト
の
も
の

号
に

ン
ネ

掲
げ

ル
の
階
数
が
二

る
施

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

上
の
の
も
の

設

地
下

を
除

く
。

階
数
が
三

）
に

以
上
の
も

Ａ
に
〇
・
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

設
け

の

る
も

の



そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・

令
第

〇
一
四
を
〇
一
六
を
〇
一
九
を
〇
二
三
を

建
築
物

七
条

乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得

第
九

た
額

た
額

た
額

た
額

号
に

掲
げ

Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・

る
施

〇
一
を
乗
〇
一
二
を
〇
一
三
を
〇
一
六
を

そ
の
他
の
も
の

設
じ
て
得
た
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得

額
た
額

た
額

た
額

占
用
面

令
第
建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

積
一
平

七
条

方
メ
ー

第
十

ト
ル
に

号
に

つ
き
一

掲
げ

年
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・

る
施

〇
一
を
乗
〇
一
二
を
〇
一
三
を
〇
一
六
を

設
及
そ
の
他
の
も
の

じ
て
得
た
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得

び
自

額
た
額

た
額

た
額

動
車

駐
車

場令
第
ト
ン
ネ
ル
の
上
又

Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・

七
条
は
高
架
の
道
路
の

〇
一
四
を
〇
一
六
を
〇
一
九
を
〇
二
三
を

第
十
路
面
下
に
設
け
る

乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得

一
号
も
の

た
額

た
額

た
額

た
額

に
掲



げ
る
上
空
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

応
急
の

仮
設

建
築

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

物令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

げ
る
器
具ト
ン
ネ
ル
の
上
又

は
自
動
車
専
用
道

Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・
Ａ
に
〇
・

令
第
路
（
高
架
の
も
の

〇
一
四
を
〇
一
六
を
〇
一
九
を
〇
二
三
を

七
条
に
限
る
。
）
の
路

乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得
乗
じ
て
得

第
十
面
下
に
設
け
る
も

た
額

た
額

た
額

た
額

三
号
の

に
掲

げ
る
上
空
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

施
設
のそ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
四
号
に
掲

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

げ
る
施
設

（
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
表
三
の
項
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
表
十
一
の
項
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
五
十
円
」
に
、
「
八
百
円
」
を
「
千
二
百

円
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



十
五
特
定
任
意
高
齢
法
第
百
八
シ
ニ
ア
運
転
六
千
四
百
五
十
円

受
講
の
と

者
講
習
手
数
料
条
の
二
第
者
講
習
（
運

き
。

二
項
及
び
転
免
許
に
係

道
路
交
通
る
講
習
等
に

法
施
行
令
関
す
る
規
則

第
三
十
七
第
一
条
に
定

条
の
六
の
め
る
基
準
に

二
に
規
定
適
合
す
る
講

す
る
講
習
習
を
い
う
。

以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う

ち
、
法
第
七

十
一
条
の
五

第
三
項
に
規

定
す
る
普
通

自
動
車
対
応

免
許
（
以
下

「
普
通
自
動

車
対
応
免
許

」
と
い
う
。

）
を
受
け
て

い
る
者
（
法

第
九
十
七
条

の
二
第
一
項

第
三
号
イ
及

び
ハ
に
掲
げ

る
者
並
び
に

法
第
百
一
条



の
四
第
三
項

の
規
定
の
適

用
を
受
け
る

者
を
除
く
。

）
に
対
し
て

行
う
講
習

シ
ニ
ア
運
転
二
千
九
百
円

受
講
の
と

者
講
習
の
う

き
。

ち
、
普
通
自

動
車
対
応
免

許
を
受
け
て

い
る
者
（
法

第
九
十
七
条

の
二
第
一
項

第
三
号
イ
若

し
く
は
ハ
に

掲
げ
る
者
又

は
法
第
百
一

条
の
四
第
三

項
の
規
定
の

適
用
を
受
け

る
者
に
限
る
。

）
又
は
第
一

種
運
転
免
許

若
し
く
は
第

二
種
運
転
免

許
で
あ
っ
て

普
通
自
動
車

対
応
免
許
以



外
の
も
の
の

み
を
受
け
て

い
る
者
に
対

し
て
行
う
講

習

第
九
条
の
表
十
六
の
項
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
又
は
同
項
第
十
三
号
」
を
「
、
同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
講
習
又

は
同
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、

第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
九
号
中
「
第
九
十
一
条
」
の
下
に
「

又
は
法
第
九
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

九
運
転
技
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
運
転
技
能
検
査
手
数
料

第
十
条
第
二
項
の
表
八
の
項
中
「
七
百
五
十
円
」
を
「
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
十
六
の
項
中

「
及
び
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
」
を
「
、
同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
講
習
及
び
同
項
第

「

小
型
特
殊
自
五
千
百

動
車
免
許
以

外
の
第
一
種

運
転
免
許
又

は
第
二
種
運

転
免
許
を
受

け
て
い
る
者

に
対
す
る
講

習
（
法
第
九

十
七
条
の
二

第
一
項
第
三

号
イ
、
第
百

一
条
の
四
第

二
項
又
は
第



百
一
条
の
七

第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認

知
機
能
検
査

の
結
果
に
基

づ
い
て
行
う

も
の
を
除
く
。

）小
型
特
殊
自
五
千
百

動
車
免
許
以
機
能
検

外
の
第
一
種
知
症
の

運
転
免
許
又
こ
と
そ

は
第
二
種
運
能
が
低

転
免
許
を
受
そ
れ
が

け
て
い
る
者
す
も
の

に
対
す
る
講
通
法
施

習
（
法
第
九
る
基
準

十
七
条
の
二
の
に
あ

第
一
項
第
三
九
百
五

号
イ
又
は
第

百
一
条
の
四

第
二
項
の
規

定
に
よ
り
認

知
機
能
検
査

の
結
果
に
基

づ
い
て
行
う

も
の
に
限
る
。

）



小
型
特
殊
自
五
千
八

動
車
免
許
以

外
の
第
一
種

運
転
免
許
又

は
第
二
種
運

転
免
許
を
受

け
て
い
る
者

に
対
す
る
講

習
（
法
第
百

一
条
の
七
第

四
項
の
規
定

十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
七
の
項
と
し
、
同
表
十
五
の
項
中

に
よ
り
認
知

機
能
検
査
の

結
果
に
基
づ

い
て
行
う
も

の
に
限
る
。

）小
型
特
殊
自
二
千
二

動
車
免
許
の

み
を
受
け
て

い
る
者
に
対

す
る
講
習
（

法
第
九
十
七

条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
、

第
百
一
条
の

四
第
二
項
又

は
第
百
一
条

の
七
第
四
項



の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能

検
査
の
結
果

に
基
づ
い
て

行
う
も
の
を

除
く
。
）

小
型
特
殊
自
二
千
二

動
車
免
許
の
該
認
知

み
を
受
け
て
果
が
認

い
る
者
に
対
が
あ
る

す
る
講
習
（
認
知
機

法
第
九
十
七
い
る
お

条
の
二
第
一
と
を
示

項
第
三
号
イ
道
路
交

又
は
第
百
一
で
定
め

条
の
四
第
二
す
る
も

項
の
規
定
に
四
千
四

よ
り
認
知
機

能
検
査
の
結

果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の

に
限
る
。
）

小
型
特
殊
自
二
千
三

動
車
免
許
の

み
を
受
け
て

い
る
者
に
対

す
る
講
習
（

法
第
百
一
条



の
七
第
四
項

の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能

検
査
の
結
果

に
基
づ
い
て

行
う
も
の
に

限
る
。
）

円
受
講
の
と

き
。



円
（
当
該
認
知
受
講
の
と

査
の
結
果
が
認
き
。

お
そ
れ
が
あ
る

の
他
の
認
知
機

下
し
て
い
る
お

あ
る
こ
と
を
示

と
し
て
道
路
交

行
規
則
で
定
め

に
該
当
す
る
も

っ
て
は
、
七
千

十
円
）

「

普
通
自
動
車
六
千
四
百
五
十
円

受
講
の
と

対
応
免
許
を

き
。

受
け
て
い
る

者
（
法
第
九

十
七
条
の
二

第
一
項
第
三

号
イ
及
び
ハ

に
掲
げ
る
者

並
び
に
法
第

百
円

受
講
の
と

百
一
条
の
四

き
。

第
三
項
の
規

定
の
適
用
を

受
け
る
者
を

除
く
。
）
に

対
す
る
講
習



普
通
自
動
車
二
千
九
百
円

受
講
の
と

対
応
免
許
を

き
。

受
け
て
い
る

者
（
法
第
九

を
十
七
条
の
二

第
一
項
第
三

号
イ
若
し
く

は
ハ
に
掲
げ

る
者
又
は
法

第
百
一
条
の

四
第
三
項
の

百
五
十
円

受
講
の
と

規
定
の
適
用

き
。

を
受
け
る
者

に
限
る
。
）

又
は
第
一
種

運
転
免
許
若

し
く
は
第
二

種
運
転
免
許

で
あ
っ
て
普

通
自
動
車
対

応
免
許
以
外

の
も
の
の
み

を
受
け
て
い

る
者
に
対
す

る
講
習

」



百
五
十
円
（
当
受
講
の
と

機
能
検
査
の
結
き
。

知
症
の
お
そ
れ

こ
と
そ
の
他
の

能
が
低
下
し
て

そ
れ
が
あ
る
こ

す
も
の
と
し
て

通
法
施
行
規
則

る
基
準
に
該
当

の
に
あ
っ
て
は
、

百
五
十
円
）

百
五
十
円

受
講
の
と

き
。



」

「

法
第
百
八

「

第
十
四
号

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
受
講
の
と

に
、

を

第
十
四
号
に
掲
げ
る
講
習
二
千
円

き
。

法
第
百
八

」

第
十
五
号

条
の
二
第
一
項
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
受
講
の
と

に
掲
げ
る
講
習
二
千
二
百
五
十
円

き
。

に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
六
の
項
と
し
、

条
の
二
第
一
項
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
受
講
の
と

に
掲
げ
る
講
習
二
千
円

き
。

」

同
表
中
九
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
十
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
と
し
、
八
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

九
運
転
技
能
検
査

三
千
五
百
五
十
円

受
検
申
請

手
数
料

の
と
き
。

第
十
条
第
三
項
並
び
に
同
項
の
表
の
備
考
一
及
び
二
中
「
十
一
の
項
」
を
「
十
二
の
項
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
並
び
に
同
項
の
表
の
備
考
一
及
び
二
中
「
十
三
の
項
」
を
「
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同

条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
十
五
号
」
を
「
第
一
項
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
四
条
の
規
定
（
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
第
八
条
の
表
三
の
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）

令
和
四
年
五
月
十
三
日

二
第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
六
十
一
の
項
の
改
正
規
定
令
和
四
年
十
月
一
日
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